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公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学規程第11号 

公立大学法人神戸市看護大学倫理審査規程（ 2019年４月規程第 107号）の一部を 

改正する規程 

（改正前） （改正後） 

公立大学法人神戸市看護大学研究

計画に関する倫理審査規程 

公立大学法人神戸市看護大学研究

計画に関する倫理審査規程 

（趣旨） （目的） 

第１条  この規程は，公立大学法人神戸

市看護大学倫理委員会（以下「委員会」

という。）が行う公立大学法人神戸市看

護大学倫理委員会規程（平成31年４月規

程第21号）第６条第２号に規定する倫理

審査（以下「倫理審査」という。）に関

し，必要な事項を定める。 

第１条 この規程は，公立大学法人神戸市看

護大学（以下「法人」という。）の研究者

（研究に携わる教員及び学生をいう。以下

同じ。）が行う人を対象とする生命科学・

医学系研究（以下「研究」という。）につ

いて遵守すべき事項を定め，人を対象とす

る生命科学・医学系研究に関する倫理指針

（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済

産業省告示第１号。以下「国指針」という。）

の趣旨に基づき倫理的配慮を図ることを目

的とする。 

（定義） （定義） 

第２条  この規程において使用する用語

は，人を対象とする医学系研究に関する

倫理指針（平成26年文部科学省・厚生労

働省告示第３号。以下「指針」という。）

において使用する用語の例による。 

第２条  この規程において使用する用語

は，国指針において使用する用語の例に

よる。 

（倫理審査の申立て） （倫理審査の申立て） 

第３条  公立大学法人神戸市看護大学

（以下「法人」という。）の教員及び学

生（共同研究にあっては，研究代表者）

は，指針に規定する人を対象とする医学

系研究（以下「研究」という。）を実施

しようとするときは，細則で定めるとこ

ろにより，指針に基づき研究計画書を作

成し，理事長の許可を受けなければなら

ない。当該研究の内容を変更しようとす

るときも，同様とする。 

第３条  公立大学法人神戸市看護大学

（以下「法人」という。）の教員及び学

生（共同研究にあっては，研究代表者）

は，指針に規定する人を対象とする医学

系研究（以下「研究」という。）を実施

しようとするときは，細則で定めるとこ

ろにより，指針に基づき研究計画書を作

成し，理事長の許可を受けなければなら

ない。当該研究の内容を変更しようとす

るときも，同様とする。 

２  理事長は，前項の許可の申請があっ

たときは，委員会に諮問するものとす

る。 

２  理事長は，前項の許可の申請があっ

たときは，委員会に諮問するものとす

る。 

（審査会の設置等） （審査会の設置等） 

第４条  委員会は，前条第２項の規定に

基づき諮問がされたときは，公立大学法

人神戸市看護大学倫理審査委員会（以下

「審査会」という。）を設置する。 

第３条 第１条の目的を達成するため，学長

の下に公立大学法人神戸市看護大学倫

理審査委員会（以下「審査会」という。）

を設置する。 

２ 審査会は，指針に基づき，倫理的観点 ２ 審査会は，指針に基づき，倫理的観点



（改正前） （改正後） 

及び科学的観点から，法人及び研究者等

の利益相反に関する情報を含めて中立

的かつ公正に審査を行い，文書により意

見を述べるものとする。 

及び科学的観点から，法人及び研究者等

の利益相反に関する情報を含めて中立

的かつ公正に審査を行い，文書により意

見を述べるものとする。 

（審査会の役割，責務等） 

第４条 審査会の業務における責務並びに審

査会の委員（以下「審査委員」という。）及

びその事務に従事する者に求められる責務

は，次に掲げる事項とする。 

(１) 審査会は，研究責任者から研究の実施

の適否等について意見を求められたと

きは，指針に基づき倫理的観点から，研

究機関及び研究者等の利益相反に関す

る情報も含めて中立的かつ公正に審査

を行い，意見を述べなければならない。 

(２) 審査会は，倫理的観点から必要な調査

を行い，研究責任者に対して，研究計画

書の変更，研究の中止その他当該研究に

関し必要な意見を述べることができる。 

(３) 審査会は，侵襲（軽微な侵襲を除く。）

を伴う研究であって介入を行うものに

ついて，当該研究の適正性及び研究結果

の信頼性を担保するために必要な調査

を行い，研究責任者に対して，研究計画

書の変更，研究の中止その他当該研究に

関し必要な意見を述べることができる。 

(４) 審査委員及びその事務に従事する者

は，その業務上知り得た情報を正当な理

由なく漏らしてはならない。その業務に

従事しなくなった後も同様とする。 

(５) 審査委員及びその事務に従事する者

は，審査を行った研究に関連する情報の

漏えい等研究対象者等の人権を尊重す

る観点並びに当該研究の実施上の観点

及び審査の中立性又は公正性の観点か

ら重大な懸念が生じた場合には，速やか

に学長に報告しなければならない。 

(６) 審査委員及びその事務に従事する者

は，倫理的観点から審査等に必要な知

識を習得するための教育・研修を適宜

受けなければならない。 

（審査会の役割，責務等） 

第４条 審査会は，研究責任者から研究の実

施の適否等について意見を求められたとき

は，指針に基づき倫理的観点から，研究機

関及び研究者等の利益相反に関する情報も

含めて中立的かつ公正に審査を行い，意見

を述べなければならない。 

２ 審査会は，倫理的観点から必要な調査を

行い，研究責任者に対して，研究計画書の

変更，研究の中止その他当該研究に関し必

要な意見を述べることができる。 

３ 審査会は，侵襲（軽微な侵襲を除く。）

を伴う研究であって介入を行うものについ

て，当該研究の適正性及び研究結果の信頼

性を担保するために必要な調査を行い，研

究責任者に対して，研究計画書の変更，研

究の中止その他当該研究に関し必要な意見

を述べることができる。 

４ 審査会の委員（以下「審査委員」という。）

及びその事務に従事する者は，その業務上

知り得た情報を正当な理由なく漏らしては

ならない。その業務に従事しなくなった後

も同様とする。 

５ 審査委員及びその事務に従事する者は，

審査を行った研究に関連する情報の漏えい

等研究対象者等の人権を尊重する観点並び

に当該研究の実施上の観点及び審査の中立

性又は公正性の観点から重大な懸念が生じ

た場合には，速やかに学長に報告しなけれ

ばならない。 

６ 審査委員及びその事務に従事する者は，

倫理的観点から審査等に必要な知識を習得

するための教育・研修を適宜受けなければ

ならない。 

（審査会の構成） （審査会の構成等） 

第５条 審査会の委員（以下「審査委員」

という。）の構成は，次に掲げる要件の

いずれにも該当するものとする。この場

合において，第１号から第３号に掲げる

第５条  審査委員の構成は，次に掲げる

要件を全て満たすものとする。この場合

において，第１号から第３号に掲げる者

については，それぞれ別の者が行わなけ



（改正前） （改正後） 

者については，それぞれ別の者が行わな

ければならない。 

ればならない。 

（１）略  

（２） 倫理学若しくは法律学の専門家等

又は人文科学若しくは社会科学の有

識者が含まれていること。 

（２）倫理学若しくは法律学の専門家等

又は人文科学若しくは社会科学の有識者

が含まれていること。 

(３) 略  

(４ ) 法人の役員又は職員以外の者が複数含

まれていること。 

(４) 法人の役職員（法人の役員又は職員を

いう。以下同じ。）以外の者が複数含まれ

ていること。 

(５) 略  

２  審査委員は，次に掲げる者のうちか

ら，理事長が任命する。 

２  審査委員は，次に掲げる者のうちか

ら，学長が任命し，又は委嘱する。 

(１ ) 委員会の委員又は委員であった法人

の教員 

(１ ) 公立大学法人神戸市看護大学研究倫

理委員会（以下「委員会」という。）の

委員又は委員であった法人の教員の委

員 

(２) 学長が指名する教員 (２) 前号に掲げる者以外の法人の職員 

(３ ) 法人の役員又は職員以外の者で理

事長が任命する者 

(３ ) 法人の役職員以外の者で理事長が

任命する者 

（審査会の会長及び副会長） （審査会の委員長及び副委員長） 

第６条  審査会に会長及び副会長を置

く。 

第６条 審査会に委員長及び副委員長を置

く。 

２  会長は，委員会の委員長をもって充

てる。 

２  会長は，委員会の委員長をもって充

てる。 

３  副会長は，審査委員のうちから会長

が指名する。 

２ 委員長及び副委員長は，審査委員のう

ちから学長が指名する。 

４ 会長は，会務を総理し，審査会を代表

する。 

３ 委員長は，会務を総理し，審査会を代

表する。 

５  会長に事故があるとき，又は会長が

欠けたときは，副会長が，その職務を代

理する。 

４ 委員長に事故があるとき，又は委員長

が欠けたときは，副委員長が，その職務

を代理する。 

（審査委員の任期） （審査委員の任期） 

第７条  第５条第２項第２号及び第３号

に規定する審査委員の任期は，２年とす

る。ただし，補欠の委員の任期は，前任

者の残任期間とする。 

第７条  第５条第２項第２号及び第３号

に規定する審査委員の任期は，２年とす

る。ただし，補欠の審査委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。  ２  審査委員は，再任されることができ

る。 

（審査会の招集及び議事） （審査会の招集及び議事） 

第８条 審査会は，会長が招集し，その議

長となる。 

第８条 審査会は，委員長が招集し，その

議長となる。 

２，３ 略  

４  審査委員が次の各号のいずれかに該

当する場合は，議事に参与することはで

きない。 

４  審査委員が次の各号のいずれかに該

当する場合は，議事に参与することはで

きない。 

(１ ) 第３条第１項の許可を受けようと (１) 次条の申立てを行った者（以下「申請



（改正前） （改正後） 

する者（以下「申請者」という。）で

ある場合 

者」という。）である場合 

(２)，(３) 略  

５  審査会の議決をもって委員会の議決

とすることができる。 

５  審査会の議決をもって委員会の議決

とすることができる。 

（倫理審査の申立て） 

第９条 研究者は，公立大学法人神戸市看護

大学研究に関する倫理規程（平成31年４月

規程第106号。）第19条第１項又は第20条第

２項（同規程第21条において準用する場合

を含む。）の規定により審査会の意見を聴

こうとするときは，細則で定めるところに

より，神戸市看護大学が定める指針に基づ

き研究計画書を作成し，審査会に倫理審査

（研究の実施又は継続の適否その他研究に

関し必要な事項について，倫理的な観点か

ら行う調査及び審議をいう。以下同じ。）

の申立てをしなければならない。 

（倫理審査の申立て） 

第９条 研究者は，公立大学法人神戸市看護

大学研究に関する倫理規程（平成31年４月

規程第106号。）第19条第１項又は第20条第

２項（同規程第21条において準用する場合

を含む。）の規定により審査会の意見を聴

こうとするときは，細則で定めるところに

より，神戸市看護大学が定める指針に基づ

き研究計画書を作成し，審査会に倫理審査

（研究の実施又は継続の適否その他研究に

関し必要な事項について，倫理的な観点か

ら行う調査及び審議をいう。以下同じ。）

の申立てをしなければならない。 

（研究の審査） （倫理審査） 

第９条  研究の審査は，審査会の会議に

より行う。 

第10条 審査会は，前条の規定により申立て

があった場合は，前条の指針に基づき，中

立的かつ公正に審査を行い，文書により意

見を述べなければならない。 

２  前項の審査は，審査会の会議により

行う。 

２  前項の審査は，審査会の会議により

行う。 

２  前条第４項各号の規定に該当する者

は，審査会の審議及び意見の決定に同席

してはならない。ただし，審査会の求め

に応じて，会議に出席し，当該研究に関

する説明を行うことができる。 

３  第８条第４項各号の規定に該当する

者は，審査会の審議及び意見の決定に同

席してはならない。ただし，審査会の求

めに応じて，会議に出席し，当該研究に

関する説明を行うことができる。 

３  理事長は，審査会の審議及び意見の

決定に参与しないものとする。ただし，

審査会における当該審査の内容を把握

するために必要な場合は，審査会の同意

を得た上で，当該会議に出席することが

できる。 

３  理事長は，審査会の審議及び意見の

決定に参与しないものとする。ただし，

審査会における当該審査の内容を把握

するために必要な場合は，審査会の同意

を得た上で，当該会議に出席することが

できる。 

４ 審査会は，倫理審査を行うときは，倫理

的観点から次に掲げる事項を検討しなけれ

ばならない。 

(１) 研究対象者の人権の擁護に関する事項 

(２) 研究対象者の理解を求め，同意を得る

方法に関する事項 

(３) 研究対象者への危険性と不利益に関す

る事項 

(４) 研究に関する試料及び情報の保管に関

する事項 

４ 審査会は，倫理審査を行うときは，倫理

的観点から次に掲げる事項を検討しなけれ

ばならない。 

(１) 研究対象者の人権の擁護に関する事項 

(２) 研究対象者の理解を求め，同意を得る

方法に関する事項 

(３) 研究対象者への危険性と不利益に関す

る事項 

(４) 研究に関する試料及び情報の保管に関

する事項 



（改正前） （改正後） 

(５) 利益相反における研究者の管理方法に

関する確認 

(６) 人に侵襲を伴う介入研究のにあって

は、研究対象者のモニタリング及び監査

の方法に関する事項 

(７) 前各号に掲げるもののほか，倫理的問

題に対する配慮に関する事項 

(５) 利益相反における研究者の管理方法に

関する確認 

(６) 人に侵襲を伴う介入研究のにあって

は、研究対象者のモニタリング及び監査

の方法に関する事項 

(７) 前各号に掲げるもののほか，倫理的問

題に対する配慮に関する事項 

４ 略 ５  

５ 略 ６  

７ 審査会は，特に必要と認めたときは，審

査会に審査委員以外の者の出席を求めて意

見を聴くことができる。 

７ 審査会は，特に必要と認めたときは，審

査会に審査委員以外の者の出席を求めて意

見を聴くことができる。 

６ 略 ８  

（迅速審査） （迅速審査） 

第 10条  前条の規定にかかわらず，審査

会は，次の各号に掲げる審査のいずれ

かに該当する場合は，審査会が指名す

る委員による審査（以下「迅速審査」と

いう。）を行うことができる。 

第 11条  前条の規定にかかわらず，審査

会は，次の各号に掲げる審査のいずれ

かに該当する場合は，審査会が指名す

る委員による審査（以下「迅速審査」と

いう。）を行うことができる。 

(１ ) 他の研究機関と共同して実施され

る研究であって，既に当該研究の全体に

ついて他の共同研究機関において当該

機関の倫理審査委員会の審査を受け，そ

の実施について適当である旨の意見を

得ている場合の審査 

(１) 多機関共同研究で 

あって，既に当該研究の全体に

ついて他の共同研究機関において当該

機関の倫理審査委員会の審査を受け，そ

の実施について適当である旨の意見を

得ている場合の審査 

(２)，(３) 略  

(４ ) 軽微な侵襲を伴わない研究であっ

て介入を行わないものに関する審査 

(４ ) 軽微な侵襲を伴う研究であって介

入を行わないものに関する審査 

２～４ 略  

（研究の審査基準） （研究の審査基準） 

第 11条  審査委員は，審査を行うに当た

り，次に掲げる事項を検討しなければ

ならない。 

第 11条  審査委員は，審査を行うに当た

り，次に掲げる事項を検討しなければ

ならない。 

(１) 研究対象者の人権の擁護に関する

事項 

(１ ) 研究対象者の人権の擁護に関する

事項 

(２ ) 研究対象者の理解を求め，同意を

得る方法に関する事項 

(２ ) 研究対象者の理解を求め，同意を

得る方法に関する事項 

(３ ) 予測される学問的及び社会的な貢

献に関する事項 

(３ ) 予測される学問的及び社会的な貢

献に関する事項 

(４ ) 研究対象者への危険性と不利益に

関する事項 

(４ ) 研究対象者への危険性と不利益に

関する事項 

(５ ) 研究に関する試料・情報の保管方

法に関する事項 

(５ ) 研究に関する試料・情報の保管方

法に関する事項 

(６ ) 利益相反における研究者の管理方

法に関する事項 

(６ ) 利益相反における研究者の管理方

法に関する事項 

(７ ) 人に侵襲を伴う介入研究の際，研 (７ ) 人に侵襲を伴う介入研究の際，研
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究責任者のモニタリング及び監査の

方法に関する事項 

究責任者のモニタリング及び監査の

方法に関する事項 

(８ ) 前各号に掲げるもののほか，倫理

的問題に対する配慮に関する事項 

(８ ) 前各号に掲げるもののほか，倫理

的問題に対する配慮に関する事項 

（審査結果の報告） （審査結果の報告） 

第 12条  審査会は，審査結果を委員会に

速やかに報告しなければならない。 

第 12条  審査会は，審査結果を委員会に

速やかに報告しなければならない。 

２  委員会は，前項の規定に基づく報告

があったときは，速やかに，細則で定め

る書面を理事長に提出するものとする。 

２  委員会は，前項の規定に基づく報告

があったときは，速やかに，細則で定め

る書面を理事長に提出するものとする。 

（審査結果の通知） （審査結果の通知） 

第 13条  理事長は，委員会から諮問に対

する答申を受けたときは，遅滞なく，申

請者に対し，審査結果を通知するもの

とする。 

第12条 委員長は，委員会から諮問に対す

る答申を受けたときは，遅滞なく，申請

者に対し，前２条の規定による審査の結

果を通知するものとする。  

２  前項の決定は，理事長が記名及び押

印した細則で定める書面により行うも

のとする。 

２  前項の決定は，理事長が記名及び押

印した細則で定める書面により行うも

のとする。 

（審査結果の公開）  

第14条 委員会は，年１回以上，審査会の開催

状況及び審査の概要についてホームページ

により公表しなければならない。 

第13条 審査会 

（研究に関する登録・公表） （研究に関する登録・公表） 

第 15条  研究責任者は，介入を行う研究

について，公開データベースに，当該研

究の概要をその実施前に登録し，研究

計画書の変更及び研究の進捗に応じ適

宜更新し，並びに研究を終了したとき

は，遅滞なく，当該研究の結果を登録す

るものとする。 

第 14条  研究責任者は，介入を行う研究

について，公開データベースに，当該研

究の概要をその実施前に登録し，研究

計画書の変更及び研究の進捗に応じ適

宜更新し，並びに研究を終了したとき

は，遅滞なく，当該研究の結果を登録す

るものとする。 

２  前項の規定にかかわらず，研究対象

者及びその関係者の人権又は研究者等

及びその関係者の権利利益の保護のた

め非公開とすることが必要な内容とし

て，審査会の意見を受けて，理事長が許

可したものは，登録等をしないことがで

きる。 

２  前項の規定にかかわらず，研究対象

者及びその関係者の人権又は研究者等

及びその関係者の権利利益の保護のた

め非公開とすることが必要な内容とし

て，審査会の意見を受けて，学長が許可

したものは，登録等をしないことができ

る。 

（疑義照会） （疑義照会） 

第 16条  申請者は，第 13条第１項に規定

する審査結果に疑義があるときは，理

事長に対し，細則で定めるところによ

り，照会をすることができる。 

第 14条  申請者は，第 12条の審査結果に

疑義があるときは        ，学

長に対し，細則で定めるところにより，

照会をすることができる。 

２  理事長は，前項の規定に基づく照会

（以下「疑義照会」という。）を受け付

けた日から２週間以内に書面で回答す

るものとする。 

２ 学長は，前項の規定に基づく照会（以

下「疑義照会」という。）を受け付けた

日から２週間以内に書面で回答するも

のとする。 

（不服審査） （不服審査） 
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第17条 申請者は，第12条の審査結果に不

服があるときは，疑義照会の回答を受

けた日の翌日から起算して２週間以内

に，理事長に細則で定めるところによ

り不服審査を請求することができる。 

第15条 申請者は，第12条の審査結果に不

服があるときは，疑義照会の回答を受

けた日の翌日から起算して２週間以内

に，学長に細則で定めるところにより不

服審査を請求することができる。 

２  不服審査は，疑義照会の回答を受け

た後でなければ，請求することができな

い。ただし，次の各号のいずれかに該当

するときは，回答を受けないで，不服審

査を請求することができる。 

２  不服審査は，疑義照会の回答を受け

た後でなければ，請求することができな

い。ただし，次の各号のいずれかに該当

するときは，回答を受けないで，不服審

査を請求することができる。 

(１ ) 理事長が疑義照会を受け付けた日

から２週間を経過しても回答がないと

き。 

(１ ) 学長が疑義照会を受け付けた日か

ら２週間を経過しても回答しないとき。 

(２)，(３) 略  

３ 略  

４  理事長は，第１項の規定に基づき不

服審査が請求（以下「不服審査請求」と

いう。）された場合は，公立大学法人神

戸市看護大学不服審査会（以下「不服審

査会」という。）に諮問するものとする。 

４ 学長は，第１項の規定に基づき不服審

査が請求（以下「不服審査請求」という。）

された場合は，公立大学法人神戸市看護

大学不服審査会（以下「不服審査会」と

いう。）に諮問するものとする。 

（不服審査会の設置及び権限） （不服審査会の設置及び権限） 

第 18条  理事長は，不服審査会を設置す

る。 

第16条 学長は，不服審査会を設置する。 

２  不服審査会は，理事長から前条第４

項の規定による諮問に応じて審査を行

い，理事長に意見を述べるものとする。 

２ 不服審査会は，学長から前条第４項の

規定による諮問に応じて   審査を行

い，学長に意見を述べるものとする。  

（不服審査会の組織） （不服審査会の組織） 

第 19条  不服審査会は，次の各号に掲げ

る者（以下「不服審査委員」という。）

で組織する。 

第 17条  不服審査会は，次の各号に掲げ

る者（以下「不服審査委員」という。）

で組織する。 

(１) 委員会の委員長 (１) 委員会の委員長 

(１) 理事長が指名する教員  (２) 学長が指名する教員  

(２ ) 学識経験を有する者その他理事長

が特に必要があると認める者 

(３ ) 学識経験を有する者その他学長が

特に必要があると認める者 

（不服審査会の会長及び副会長） （不服審査会の会長及び副会長） 

第20条 略 第18条  

２  不服審査会長及び不服審査副会長

は，理事長が指名する。 

２  不服審査会長及び不服審査副会長

は，学長が指名する。 

３，４ 略  

（不服審査会の招集）  

第21条 略 第19条  

（不服審査会の調査の権限） （不服審査会の調査の権限） 

第 22条  不服審査会は，必要があると認

める場合は，不服審査請求に係る事件

に関し，第 17条第１項の規定に基づき

不服審査を請求した者（以下「不服審査

請求人」という。）にその主張を記載し

第 20条  不服審査会は，必要があると認

める場合は，不服審査請求に係る事件

に関し，第 15条第１項の規定に基づき

不服審査を請求した者（以下「不服審査

請求人」という。）にその主張を記載し



（改正前） （改正後） 

た細則で定める書面（以下「主張書面」

という。）又は資料の提出を求めるこ

と，適当と認める者にその知っている

事実の陳述又は鑑定を求めることその

他必要な調査をすることができる。 

た細則で定める書面（以下「主張書面」

という。）又は資料の提出を求めるこ

と，適当と認める者にその知っている

事実の陳述又は鑑定を求めることその

他必要な調査をすることができる。 

（不服審査会への意見の陳述）  

第23条 略 第21条 

（主張書面等の提出）  

第24条 略 第22条 

（議事）  

第25条 略 第23条  

（答申書の送付） （答申書の送付） 

第 26条  不服審査会は，諮問に対する答

申をしたときは，速やかに，細則で定め

る書面を理事長に提出するものとす

る。 

第 24条  不服審査会は，諮問に対する答

申をしたときは，速やかに，細則で定め

る書面を学長に提出するものとする。  

（庶務）  

第27条 略 第25条 

（不服審査会の施行細則の委任） （不服審査会の施行細則の委任） 

第 28条  この規程に定めるもののほか，

議事の手続その他審査会の運営に関し

必要な事項は，不服審査会長が不服審

査会に諮って定める。 

第 26条  この規程に定めるもののほか，

議事の手続その他不服審査会の運営に

関し必要な事項は，不服審査会長が不

服審査会に諮って定める。 

（決定） （決定） 

第 29条  理事長は，不服審査会から諮問

に対する答申を受けたときは，遅滞な

く，決定をしなければならない。 

第27条 学長は，不服審査会から諮問に対

する答申を受けたときは，遅滞なく，決

定をしなければならない。 

２  理事長は，不服審査請求が理由がな

い場合は，当該不服申立てを棄却する。 

２ 学長は，不服審査請求が理由がない場

合は，当該不服申立てを棄却する。 

３  理事長は，不服審査請求が理由があ

る場合には，当該審査結果の全部若しく

は一部を取り消し，又はこれを変更す

る。 

３ 学長は，不服審査請求が理由がある場

合には，当該審査結果の全部若しくは一

部を取り消し，又はこれを変更する。 

４  第２項又は前項の決定は，理事長が

記名及び押印をした細則で定める書面

により行うものとする。 

４ 第２項又は前項の決定は，学長が記名

及び押印をした細則で定める書面によ

り行うものとする。 

（施行細則の委任）  

第30条 略 第28条 

附 則 

 この規程は，公布の日から施行する。 


